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平成２４年１２月  ＮＡＣＣＳ 

            

 

年末年始におけるシステムの運用等について  

 ＮＡＣＣＳシステムにおける年末年始のシステム運用等について、ご利用者の皆様にご注意いただきたい事項を次のとお

り取りまとめましたので、お知らせいたします。 

 

１.  システムの稼働時間について 

 １２月１６日（日）０２：３０から０５：００までの間は、定期メンテナンス等のため、システムを停止いたします。

その他の日は、年末年始を通じて通常の稼働時間となります。 

 

２.  メインセンターのデータ保存期間について 

(1) 年末年始の休日の関係から、輸入申告ＤＢ等、一部のデータの保存期間を次の表のとおり延長いたします。 

 

【 ○：業務実施日　　△：通常の保存期間　　◎：延長後の保存期間 】

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ △ ◎

○ △ ◎

輸出申告ＤＢ：輸出申告事項登録(ＥＤＡ) ○ ○ ○ △ ◎

輸入申告ＤＢ：輸入申告事項登録(ＩＤＡ、ＳＷＡ) ○ △ ◎

輸入申告（沖縄特免制度）ＤＢ ○ △ ◎

 ：輸入申告事項登録（沖縄特免制度）(ＯＴＡ) ○ △ ◎

修正申告ＤＢ: 修正申告事項登録(ＡＭＡ) ○ △ ◎

関税等更正請求ＤＢ：関税等更正請求事項登録(ＫＫＡ) ○ ○ △ ◎

別送品輸出申告ＤＢ：別送品輸出申告事項登録(ＵＥＡ)

機用品蔵入承認ＤＢ：機用品蔵入承認申請事項登録(ＣＴＡ)

移出輸入申告ＤＢ

 ：石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録(ＭＷＡ)

【 ○：業務実施日　　△：通常の保存期間　　◎：延長後の保存期間 】

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ △ ◎

○ △ ◎

積コンテナＤＢ：船積情報登録(ＣＬＲ) ○ ○ ○ △ ◎

※積コンテナ情報を登録した場合 ○ △ ◎

輸出自動車ＤＢ：輸出自動車情報登録(ＭＯＡ) ○ △ ◎

添付ファイル格納ＤＢ：添付ファイル登録(ＭＳＢ) ○ △ ◎

　 ○ △ ◎

○ ○ △ ◎

○ ○ △ ◎

○ △ ◎

【 ○：業務実施日　　△：通常の保存期間　　◎：延長後の保存期間 】

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ △ ◎

○ △ ◎

インボイス・パッキングリスト情報ＤＢ ○ ○ ○ △ ◎

 ：インボイス・パッキングリスト情報登録等 ○ △ ◎

(ＩＶＡ、ＩＶＡ０２、ＩＶＢ、ＩＶＢ０２、ＩＶＢ０３)

＜通常、当該業務を実施した日から起算して１０日間

（日・祝日を除く。）＞

ＤＢ名：主な業務名

ＤＢ名：主な業務名

1月

ＤＢ名：主な業務名

12月 1月

1月12月

12月

＜通常、当該業務を実施した日から起算して６日間

（日・祝日を除く。）＞

＜通常、当該業務を実施した日から起算して４日間

（日・祝日を除く。）＞
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【 ○：業務実施日　　△：通常の保存期間　　◎：延長後の保存期間 】

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ △ ◎

○ △ ◎

バンニング予定情報ＤＢ：バンニング予定情報登録 ○ ○ ○ △ ◎

(ＶＡＰ、ＶＰＥ) ○ △ ◎

船積情報状況ＤＢ：船積確認事項登録 ○ △ ◎

(ＡＣＬ０１、ＡＣＬ０２、ＡＣＬ０３、ＡＣＬ０４) ○ △ ◎

※出港予定日が入力されていない場合 ○ △ ◎

卸コンテナ一覧ＤＢ：卸コンテナ情報登録等

(ＤＣＬ０２、ＰＫＫ、ＰＫＩ)

※卸コンテナリストを提出した場合

積コンテナＤＢ：船積情報登録(ＣＬＲ)

※積コンテナ情報を提出した場合

【 ○：ＤＭＦ業務で入力された入港年月日　△：通常の保存期間　　◎：延長後の保存期間  】

ＤＢ名 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ △ ◎

○ △ ◎

コンテナ情報ＤＢ ○ ○ ○ △ ◎

貨物情報ＤＢ（海上） ○ △ ◎

積荷目録管理ＤＢ※ ○ △ ◎

○ △ ◎

○ △ ◎

○ ○ △ ◎

12月 1月

ＤＢ名：主な業務名

＜通常、ＤＭＦ業務で入力された入港年月日から起算して

６日間（日・祝日を除く。）＞

12月 1月

※　積荷目録管理ＤＢについては、ＤＢが削除される前に同一の船舶コード（コールサイン）及び港コードにて次航海分を登録すると、次航海分のデー

タが保存中の積荷目録管理ＤＢに追記されますので、同一本船で同一港への寄港が２回以上ある場合は、船卸港枝番を付与し登録してください。

＜通常、当該業務を実施した日から起算して７日間

（日・祝日を除く。）＞

 
 

(2)  前記(1)以外の各種情報（ＤＢ）のシステム保存期間は通常どおりとなります。具体的な保存期間は、ＮＡＣＣ

Ｓ掲示板（海上）・（航空）の「業務仕様書」に掲載しております「各種情報（ＤＢ）のシステム保存期間」を参

考にしてください。 

なお、ご注意いただきたい主な業務ＤＢの保存期間を以下にお知らせいたします。 

① Ｓ/Ｉ情報ＤＢ 

「船積指図書情報登録（ＳＩＲ）」業務及び｢船積指図書情報登録（ＳＩＲ０２）｣ 業務にて作成されるＳ/

Ｉ情報ＤＢの保存期間は次のとおりです。 

• 「船積指図書情報登録（ＳＩＲ）」業務及び｢船積指図書情報登録（ＳＩＲ０２）｣ 業務にて新規登録ま

たは訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録された場合、登録された出港予定年月日から起算して

７日間（日・祝日を除く。）

• 「船積指図書情報登録（ＳＩＲ）」業務及び｢船積指図書情報登録（ＳＩＲ０２）｣ 業務にて新規登録ま

たは訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録されなかった場合、当該業務を実施した日から起算し

て

です。 

１４日間（日・祝日を除く。）

 

です。 

② 貨物情報ＤＢ 

「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」業務にて作成され、搬入前申告または搬入確認等の後続業務が行われてい

ない貨物情報ＤＢの保存期間は、搬入予定年月日から起算して７日間（日・祝日を除く。）

③ 輸入申告ＤＢ／輸入マニフェスト通関申告ＤＢ 

輸入許可となった申告情報は、輸入許可日を含め

です。 

 

６日間（日・祝日を除く。）

④ 航空輸入貨物ＤＢ 

輸入混載貨物におけるＭＡＷＢ情報の保存期間は、「混載貨物確認情報登録（ＨＰＫ）」業務の終了登録が

実施された日を含め

です。 

 

７日間（日・祝日を除く。）です。 
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⑤ 航空輸出貨物ＤＢ 

搬入履歴のない貨物で、「混載仕立情報登録（ＨＤＦ０１）」業務等の混載仕立情報登録が実施された輸出

貨物情報の保存期間は、当該業務等が実施された日を含め３日間（日・祝日を除く。）

⑥ ＬＤＲ・搬入伝票ＤＢ 

「輸出貨物情報登録（ＣＤＢ０１）」業務等を実施した後、搬入前申告または搬入確認が実施されない場合、

搬入伝票情報の保存期間は、当該業務等が実施された日を含め

です。 

 

５日間（日・祝日を除く。）

⑦ 航空保税運送ＤＢ 

対象ＡＷＢがすべて他空港向一括保税運送貨物（ＵＬＤ収容）である保税運送申告情報の保存期間は、「保

税運送申告（一括）（ＧＯＬ０１）」業務が実施された日を含め

です。 

 

３日間です。また、対象ＡＷＢがすべて他

空港向一括保税運送貨物（ただし、ＵＬＤ収容とバラが混在）である保税運送申告情報の保存期間は、「搬

入確認登録（システム対象内保税運送）（ＢＩＮ０１）」業務が実施された日を含め３日間

※ 年末年始で日曜・祝日に該当する日は、１２月２３日（日・祝）、２４日（月・休）、３０日（日）、 

です。 

 

１月１日（火・祝）、６日（日）となりますので、日数をカウントする際はご注意ください。 

※ 「再出力（ＲＯＴ）」業務の実施可能な期間 

「再出力（ＲＯＴ）」業務につきましては、ＤＢ容量の関係から保存期間延長の対応を行っておりま

せん。従いまして、通常どおり、当初業務で電文が発生した日から６日間（日・祝日を除く。）

 

実施

可能となります。 

３. 各種電文の保存期間について 

  下記の電文につきましては、保存期間を１月８日（火）まで

(1) 滞留電文の取出し期間（インタラクティブ処理方式利用者の方（電文受信ソフト含む。）） 

延長いたします。 

 （可能な限り早期に取出し等の対応をお願いいたします。） 

１２月２１日（金）から１月１日（火・祝）までの間に滞留電文となる電文 

（通常、７日間（土日・祝日を含む。）取出し可能） 

(2) メールボックスからの取出し期間（メール処理方式利用者の方） 

 １２月２１日（金）から１月１日（火・祝）までの間にメールボックスへ配信される電文 

（通常、７日間（土日・祝日を含む。）取出し可能） 

(3) 納付書情報（口座）再出力業務（ＤＬＳ０５）の実施可能な期間 

 １２月２１日（金）から１２月２９日（土） までの間に当初業務で発生した電文 

（通常、当初業務で電文が発生した日の翌日から６日間（日・祝日を除く。）実施可能） 

(4) 管理資料の取出し（日報、週報及び月報は通常どおりに配信を行います。） 

 １２月２１日（金）から１月１日（火・祝）までの間に配信される電文 

（通常、配信日から７日間（土日・祝日を含む。）取出し可能） 

  なお、延長期間の経過後につきましては「管理資料情報再取出」にて取出しを行ってください。 

 

４. 運送承認期間の延長について（海上業務） 

 １２月１４日（金）から１２月３１日（月）までの間に許可・承認される申告・申請の保税運送承認の運送期間（輸

出申告、仮陸揚及び蔵入・移入・総保入承認申請の併せ運送期間を含む。）及び内国貨物運送承認の運送期間について

は、通常の運送期間に加え１０日間（土日・祝日を含む。）

５. 府省共通ポータル及び関係府省システムの稼働等について 

延長されて出力されます。 

 なお、ご不明な点は税関の担当部門にお問い合わせください。 

 

(1) 府省共通ポータル 

 １２月１６日（日）０３:００から０５:００までの間は、定期メンテナンス等のため、システムを停止いたしま

す。その他の日は、年末年始を通じて通常の稼働時間となります。 
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なお、リンク付けを行った場合の府省共通ポータルにおけるリンク情報（共通管理番号）の保存期間は、各接続

システムで設定された保存期間と同様となります。 

 

(2) 関係府省システム 

 関係府省システムの年末年始の稼働及び関係府省手続きに係る事項登録の保存期間は、ＮＡＣＣＳシステムとは

異なりますので、最寄りの関係府省担当窓口にお問い合わせください。 

(3) 港湾関連船舶の入出港手続き 

 税関以外の官庁を宛先として「入港前統一申請」（ＶＰＸ等）、「入港届」（ＶＩＸ等）、「出港届」（ＶＯＸ等）、

「入港料減免・還付申請」（ＫＩＴ）、「船舶運航動静通知」（ＫＭＴ）、「海側施設使用許可申請」（ＫＳＴ）、「陸側

施設使用許可申請」（ＫＬＴ等）を行う場合、宛先官庁の年末年始のシステム対応状況により、申請を行っても回

答通知等の確認が取れない場合があります。年末年始のシステムによる手続き（各官庁のシステム対応状況）は、

あらかじめ最寄りの官庁窓口にお問い合わせください。 

 なお、税関宛の届出については通常どおりに処理されますので、届出情報の宛先選択を行うことにより、シス

テムによる提出をお願いいたします。 

        

６. 翌週レートの登録日について 

 課税価格換算用為替レートの使用可能日につきましては、以下のとおりとなります。 

① １２月３０日（日）からの為替レートは、１２月２７日（木）から使用可能 

② １月６日（日）からの為替レートは、１月４日（金）から使用可能 

 

７. ＮＡＣＣＳ専用口座の利用について 

 １２月３１日（月）から１月３日（木）までの間は、口座残高の積増しはできません。 

 なお、１月１日（火・祝）から１月３日（木）までの間は、Ｆグループ＊以外の銀行は口座利用ができませんので

ご注意ください。 

       ＊Ｆグループ 

        ・三菱東京ＵＦＪ銀行 

        ・三井住友銀行 

        ・琉球銀行 

 

８. マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）の利用について 

１月１日（火・祝）２０：５０から１月２日（水）２３：５９までの間は、マルチペイメントネットワークでの納

付はできませんのでご注意ください。 

 また、マルチペイメントネットワークでの納付については、金融機関ごとにサービス提供時間が異なりますので、

あらかじめ金融機関にご確認の上、納付の業務を行ってください。 

 

９. リアルタイム口座振替（ダイレクト方式）の利用について 

 １月１日（火・祝）２０：５０から１月２日（水）２３：５９までの間は、リアルタイム口座振替（ダイレクト方

式）での納付はできませんのでご注意ください。 

また、金融機関ごとにサービス提供時間が異なりますので、あらかじめ金融機関にご確認の上、納付の業務を行って

ください。 

なお、ＮＡＣＣＳ専用口座とは異なり口座残高の積増しは可能です。 

 

 

１０. 歳入金電子納付システム（ＲＥＰＳ）関連の支払期限について 

  １２月２８日（金）１９：００から１月４日（金）０９：００までの間は、財務省歳入金電子納付システムの計    

画停止のためシステムを停止いたします。したがって、この間の手数料納付については印紙により納付してください。 

手数料の支払期限については、全手続き共に休日延長されません。支払期間が年末年始にかかる場合は各金融機関 

の営業時間をご確認の上、お支払いください。 
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１１. 年末年始における利用者設定情報登録業務（Ｕ××業務）の制限について 

  現在、土曜日、日曜日及び祝祭日を除き平日の０９：００から１７：００までの間、ご利用者の皆様に開放しており      

ます利用者設定情報登録業務について、１２月２９日（土）から１月３日（木）までの間は業務が実施できなくなり

ますのでご注意ください。 

利用者設定情報の変更が必要な場合は、年内は１２月２８日（金）１７:００までに、新年は１月４日（金）      

０９:００より、利用者設定情報登録業務を実施し、登録していただきますようお願いいたします。また、以下の点を

ご注意ください。  

①１月４日（金）より新規にＮＡＣＣＳをご利用になられる方で、管理資料を「要」として利用申込みをされたご利

用者の皆様は、翌日以降に利用者設定情報登録業務で「管理資料情報配信要否登録呼出し（ＵＫＳ１１）」業務を必

ず実施し、配信を希望されない管理資料を配信不要に設定していただきますようお願いいたします。 

②通関士の証票番号を登録（変更・削除）される場合は、「通関士証票番号登録（ＵＴＢ）」業務にて実施していただ

きますようお願いいたします。（本年１０月より「通関士証票番号照会（ＵＴＢ０１）」業務を新設しましたのでご

利用ください。） 

   

なお、照会業務・呼出し業務（照会機能として利用するもの）については終日実施可能となります。 

  

※ ご利用者の皆様が実施可能な利用者設定情報登録業務は、ＮＡＣＣＳ掲示板「業務仕様書」に掲載しております。

詳細につきましては「海上運送貨物電算関係利用マニュアル」「航空運送貨物電算関係利用マニュアル」をご覧く

ださい。 

 

１２. 輸出統計品目表及び輸入統計品目表の一部改正等について 

輸出統計品目表及び輸入統計品目表の一部が、平成２５年１月１日（火・祝）より改正されます。 

改正内容についてご不明な点がありましたら、税関にお問い合わせください。 

 また、ＮＡＣＣＳ用品目コードについても、一部見直しを行っておりますのでご注意ください。 

(1) 本年中に申告事項登録を行い、１月１日（火・祝）以降に申告を行う場合で、当該申告に係る品目コード等が１月

１日（火・祝）に改正されている場合は、申告事項を訂正した後に申告を行う必要がありますのでご注意ください。 

(2) 年内に受理されている予備申告については、あらかじめ税関に申し出た上で、「輸入申告変更事項呼出し（ＩＤＤ）」

業務等を利用して訂正してください。訂正を行わずに本申告を行った場合は、エラーとなりますのでご注意ください。 

また、年内に改正後の品目コード等での予備申告を行った場合も、エラーとなりますのでご注意ください。 

(3) 改正後の輸出統計品目表及び輸入統計品目表につきましては、日本関税協会から発行される「２０１３年版 輸出

統計品目表」または「２０１２年度版 実行関税率表追補」をご参照ください。 

 また、輸出統計品目表及び輸入統計品目表の新旧対照表が以下のホームページに掲載されておりますので、ご参照

ください。 

 日本関税協会ホームページ http://www.kanzei.or.jp/ 

(4) 統計品目表の改正等に伴い、業務コード集の「５．ＮＡＣＣＳ用品目コード（輸入）」が変更となります。詳細に

ついては、「ＮＡＣＣＳ掲示板」の「ＮＡＣＣＳ用品目コードの一部改正について」をご覧ください。 

 

１３. デジタル証明書再発行後の再取得可能日について（ｎｅｔＮＡＣＣＳ利用者） 

     再発行の申込から利用可能（再取得可能）となるのは、当該申込みの翌平日（土日・祝日を除く。

 

＜ヘルプデスクにて再発行依頼書を受付した場合の例＞ 

）からとなり

ますのでご注意ください。 

再発行依頼書の受付日 １２／２８ １２/２９～１/３ 

利用可能日 １/４ １/７ 

  

なお、具体的な手続きにつきましては、ＮＡＣＣＳ掲示板のデジタル（クライアント）証明書の再発行をご覧く

ださい。 

 

 

http://www.kanzei.or.jp/�
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１４. 年末年始の問い合わせ等の窓口 

「ヘルプデスク」が２４時間対応いたします。 電話：０１２０－７９４５５０ 

 

※ １２月２８日（金）１７：３０から１月４日（金）０８：３０までの間は、ＦＡＸ、電子メール及びＮＡＣＣＳ

センターホームページの問い合わせフォームによるお問い合わせはお受けできませんのでご注意ください。 


	１.  システムの稼働時間について 　１２月１６日（日）０２：３０から０５：００までの間は、定期メンテナンス等のため、システムを停止いたします。その他の日は、年末年始を通じて通常の稼働時間となります。
	２.  メインセンターのデータ保存期間について
	(1) 年末年始の休日の関係から、輸入申告ＤＢ等、一部のデータの保存期間を次の表のとおり延長いたします。
	(2) 　前記(1)以外の各種情報（ＤＢ）のシステム保存期間は通常どおりとなります。具体的な保存期間は、ＮＡＣＣＳ掲示板（海上）・（航空）の「業務仕様書」に掲載しております「各種情報（ＤＢ）のシステム保存期間」を参考にしてください。
	なお、ご注意いただきたい主な業務ＤＢの保存期間を以下にお知らせいたします。
	① Ｓ/Ｉ情報ＤＢ 「船積指図書情報登録（ＳＩＲ）」業務及び｢船積指図書情報登録（ＳＩＲ０２）｣ 業務にて作成されるＳ/Ｉ情報ＤＢの保存期間は次のとおりです。
	 「船積指図書情報登録（ＳＩＲ）」業務及び｢船積指図書情報登録（ＳＩＲ０２）｣ 業務にて新規登録または訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録された場合、登録された出港予定年月日から起算してU７日間（日・祝日を除く。）Uです。
	 「船積指図書情報登録（ＳＩＲ）」業務及び｢船積指図書情報登録（ＳＩＲ０２）｣ 業務にて新規登録または訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録されなかった場合、当該業務を実施した日から起算してU１４日間（日・祝日を除く。）Uです。
	３. 各種電文の保存期間について   下記の電文につきましては、保存期間をU１月８日（火）までU延長いたします。  （可能な限り早期に取出し等の対応をお願いいたします。）
	(1) 滞留電文の取出し期間（インタラクティブ処理方式利用者の方（電文受信ソフト含む。））
	１２月２１日（金）から１月１日（火・祝）までの間に滞留電文となる電文
	（通常、７日間（土日・祝日を含む。）取出し可能）
	(2) メールボックスからの取出し期間（メール処理方式利用者の方） 　１２月２１日（金）から１月１日（火・祝）までの間にメールボックスへ配信される電文 （通常、７日間（土日・祝日を含む。）取出し可能）
	(3) 納付書情報（口座）再出力業務（ＤＬＳ０５）の実施可能な期間 　１２月２１日（金）から１２月２９日（土） までの間に当初業務で発生した電文 （通常、当初業務で電文が発生した日の翌日から６日間（日・祝日を除く。）実施可能）
	(4) 管理資料の取出し（日報、週報及び月報は通常どおりに配信を行います。） 　１２月２１日（金）から１月１日（火・祝）までの間に配信される電文 （通常、配信日から７日間（土日・祝日を含む。）取出し可能）   なお、延長期間の経過後につきましては「管理資料情報再取出」にて取出しを行ってください。
	４. 運送承認期間の延長について（海上業務） 　１２月１４日（金）から１２月３１日（月）までの間に許可・承認される申告・申請の保税運送承認の運送期間（輸出申告、仮陸揚及び蔵入・移入・総保入承認申請の併せ運送期間を含む。）及び内国貨物運送承認の運送期間については、U通常の運送期間に加え１０日間（土日・祝日を含む。）U延長されて出力されます。 　なお、ご不明な点は税関の担当部門にお問い合わせください。
	５. 府省共通ポータル及び関係府省システムの稼働等について
	(1) 府省共通ポータル 　１２月１６日（日）０３:００から０５:００までの間は、定期メンテナンス等のため、システムを停止いたします。その他の日は、年末年始を通じて通常の稼働時間となります。
	なお、リンク付けを行った場合の府省共通ポータルにおけるリンク情報（共通管理番号）の保存期間は、各接続システムで設定された保存期間と同様となります。
	(2) 関係府省システム 　関係府省システムの年末年始の稼働及び関係府省手続きに係る事項登録の保存期間は、ＮＡＣＣＳシステムとは異なりますので、最寄りの関係府省担当窓口にお問い合わせください。
	６. 翌週レートの登録日について 　課税価格換算用為替レートの使用可能日につきましては、以下のとおりとなります。
	① １２月３０日（日）からの為替レートは、１２月２７日（木）から使用可能
	② １月６日（日）からの為替レートは、１月４日（金）から使用可能
	７. ＮＡＣＣＳ専用口座の利用について
	１２月３１日（月）から１月３日（木）までの間は、口座残高の積増しはできません。 　なお、１月１日（火・祝）から１月３日（木）までの間は、Ｆグループ＊以外の銀行は口座利用ができませんのでご注意ください。
	＊Ｆグループ
	・三菱東京ＵＦＪ銀行
	・三井住友銀行
	・琉球銀行
	８. マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）の利用について
	１月１日（火・祝）２０：５０から１月２日（水）２３：５９までの間は、マルチペイメントネットワークでの納付はできませんのでご注意ください。 　また、マルチペイメントネットワークでの納付については、金融機関ごとにサービス提供時間が異なりますので、あらかじめ金融機関にご確認の上、納付の業務を行ってください。
	９. リアルタイム口座振替（ダイレクト方式）の利用について 　１月１日（火・祝）２０：５０から１月２日（水）２３：５９までの間は、リアルタイム口座振替（ダイレクト方式）での納付はできませんのでご注意ください。
	また、金融機関ごとにサービス提供時間が異なりますので、あらかじめ金融機関にご確認の上、納付の業務を行ってください。
	なお、ＮＡＣＣＳ専用口座とは異なり口座残高の積増しは可能です。
	１０. 歳入金電子納付システム（ＲＥＰＳ）関連の支払期限について 　 １２月２８日（金）１９：００から１月４日（金）０９：００までの間は、財務省歳入金電子納付システムの計
	画停止のためシステムを停止いたします。したがって、この間の手数料納付については印紙により納付してください。
	１１. 年末年始における利用者設定情報登録業務（Ｕ××業務）の制限について 　 現在、土曜日、日曜日及び祝祭日を除き平日の０９：００から１７：００までの間、ご利用者の皆様に開放しており
	ます利用者設定情報登録業務について、１２月２９日（土）から１月３日（木）までの間は業務が実施できなくなりますのでご注意ください。
	利用者設定情報の変更が必要な場合は、年内は１２月２８日（金）１７:００までに、新年は１月４日（金）
	０９:００より、利用者設定情報登録業務を実施し、登録していただきますようお願いいたします。また、以下の点をご注意ください。
	①１月４日（金）より新規にＮＡＣＣＳをご利用になられる方で、管理資料を「要」として利用申込みをされたご利用者の皆様は、翌日以降に利用者設定情報登録業務で「管理資料情報配信要否登録呼出し（ＵＫＳ１１）」業務を必ず実施し、配信を希望されない管理資料を配信不要に設定していただきますようお願いいたします。
	②通関士の証票番号を登録（変更・削除）される場合は、「通関士証票番号登録（ＵＴＢ）」業務にて実施していただきますようお願いいたします。（本年１０月より「通関士証票番号照会（ＵＴＢ０１）」業務を新設しましたのでご利用ください。）
	なお、照会業務・呼出し業務（照会機能として利用するもの）については終日実施可能となります。
	※ ご利用者の皆様が実施可能な利用者設定情報登録業務は、ＮＡＣＣＳ掲示板「業務仕様書」に掲載しております。詳細につきましては「海上運送貨物電算関係利用マニュアル」「航空運送貨物電算関係利用マニュアル」をご覧ください。
	１２. 輸出統計品目表及び輸入統計品目表の一部改正等について
	輸出統計品目表及び輸入統計品目表の一部が、平成２５年１月１日（火・祝）より改正されます。
	改正内容についてご不明な点がありましたら、税関にお問い合わせください。
	また、ＮＡＣＣＳ用品目コードについても、一部見直しを行っておりますのでご注意ください。
	(1)　本年中に申告事項登録を行い、１月１日（火・祝）以降に申告を行う場合で、当該申告に係る品目コード等が１月１日（火・祝）に改正されている場合は、申告事項を訂正した後に申告を行う必要がありますのでご注意ください。
	(2)　年内に受理されている予備申告については、あらかじめ税関に申し出た上で、「輸入申告変更事項呼出し（ＩＤＤ）」業務等を利用して訂正してください。訂正を行わずに本申告を行った場合は、エラーとなりますのでご注意ください。
	また、年内に改正後の品目コード等での予備申告を行った場合も、エラーとなりますのでご注意ください。
	(3)　改正後の輸出統計品目表及び輸入統計品目表につきましては、日本関税協会から発行される「２０１３年版 輸出統計品目表」または「２０１２年度版 実行関税率表追補」をご参照ください。 　また、輸出統計品目表及び輸入統計品目表の新旧対照表が以下のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
	日本関税協会ホームページ　Uhttp://www.kanzei.or.jp/U
	(4)　統計品目表の改正等に伴い、業務コード集の「５．ＮＡＣＣＳ用品目コード（輸入）」が変更となります。詳細については、「ＮＡＣＣＳ掲示板」の「ＮＡＣＣＳ用品目コードの一部改正について」をご覧ください。
	１３. デジタル証明書再発行後の再取得可能日について（ｎｅｔＮＡＣＣＳ利用者）
	１４. 年末年始の問い合わせ等の窓口
	「ヘルプデスク」が２４時間対応いたします。　電話：０１２０－７９４５５０
	※ １２月２８日（金）１７：３０から１月４日（金）０８：３０までの間は、ＦＡＸ、電子メール及びＮＡＣＣＳセンターホームページの問い合わせフォームによるお問い合わせはお受けできませんのでご注意ください。

